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学校給食費の無償化について 

 

１ 目的 

  昨今の急激な物価高騰の中、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子育て支援を強化すること

を目的に実施する。 

２ 実施期間 

  令和５年９月～令和６年３月（２学期及び３学期） 

３ 無償化対象者 

  板橋区立小中学校に在籍するすべての児童生徒 

  ※生活保護、就学援助等受給者の給食費は、すでに無償化となっていることから、従来どおりの

扱い。 

４ 支給方法 

  (1)区内区立小中学校 

各月の１日時点で在籍する児童生徒数に月額の給食費を乗じ、保護者への補助金として毎月各

学校に支給する。 

(2)天津わかしお学校 

保護者が区に支払う３食分の賄費のうち、区内区立小中学校の学校給食に相当する分を免除する。 

５ ２学期以降の給食費の月額 

 令和５年９月以降 

小学校 低学年 ４，３７０円 

小学校 中学年 ４，７５０円 

小学校 高学年 ４，９４０円 

中学校 ５，７３５円 

天津わかしお学校 中学年 昼１食２９８円 

天津わかしお学校 高学年 昼１食３０９円 

６ 事業スケジュール 

令和５年６月 29日   給食費検討会 －２学期以降の給食費の決定－ 

  令和５年７月     各学校から保護者に対して同意書兼委任状提出依頼 

             委任状徴取（保護者→学校） 

  令和５年９月     補助金支給 

７ 事務フロー（区内小中学校） 

 ①委任状の徴取 【保護者→学校】 

 ②補助金申請書の提出【学校→区】 

  ③補助金の支給 【区→学校】 

  ④食材費の支払い 【学校→事業者】 

  ⑤決算報告  【学校→区、保護者】 

８ 問合せ先 

  学務課学校給食係 担当：髙橋・小竹・堺 電話：3579-2617 


